
ソ
ソ
1

1

ソ
テ

ソ
ソ
リ

宣

下

江
泊
仰
山
中
谷
に
出幽
す
る
部
務
。
一

脳
陣
七
凶
芯
天
文
元
年
八
月
品
川
入
日
に
、
『
浪
人
武
器

一

計
0
加
州
江
訓
叩
へ
打
入
て
、
惣
・
段
々
利
・都
日
制
村

一

に
帥
仰
を
取
。
』
と
あ
る
骨
々
利
・縮
織
は
、
同
一
地
名

一

が
震
税
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
L

る
は
両
く
訴
え
↑

る
訟
で
あ
る
か
ら
、
直
下
の
与
を
慌
て
た
も
の
と
忠
一

は
れ
る
。
笈
泊
紀
州
に
、
こ
の
村
に
斜
徳
太
子
の
庭
一

般
跡
、
島
屋
敷
と
い
ふ
一
俊
大
仰
の
町
郎
、
及
び
寺
一

底

的

跡

が

あ

る

と

記

す

る

。

一

ソ
ソ
リ
曾
々
利

J
ソ
ソ
リ

一

胤

下

。

一

ソ
ソ
リ
下
折

石
川
榔
河
内
応
に
制
す
る
部
説
。
一

ソ
ソ
リ
イ
シ

直
下
石

江

m
m直
F
か
ら
産
す

一

る
石
材
。
石
英
利
而
岩
筑
の
税
反
お
E
、
川
山
原
の
草

一

色
を
豊

L
、
砂
川
以
な
る
そ
り
て
和
脆
弱
で
あ
る
。
一

ソ
ソ
リ
ダ
キ

直
下
潜
在
的
部
直
下
に
あ
る
。
一

江
泊
志
稲
に
、
こ
の
村
を
統
れ
る
直
下
川
に
あ
っ
て
、
一

一品
さ
丈
許
と
記
さ
れ
る
。

一

ソ
ダ
サ
ス
ケ

曾
回
友
助

天
和
三
年
御
歩
と
な

一

。
、
一冗
隊
十
年
小
市
川
に
准
ん
で
一口
右
中
一党
け
、
十
五

一

年
前
山
吉
徳
御
犯
犀
附
に
任
じ
、
口千保
九
年
白
討
を
一

噌
し
て
組
外
に
列
L
、
十
四
年
入
且
十
九
日
七
十
六

一

絞
を
以
て
残
し
た
。

一

y
ダ
セ
イ
ダ
ユ
ウ
官
園
田
清
太
夫
初
白
水
版
。
一

見
政
五
年
口
火
山
叫
引
太
夫
の
治
知
白
石
を
袈
ぎ
、
平
和
一

二
年
法
栄
院
附
御
閑
人
と
し
て
五
十
石
を
加
へ
、
文

一

政
三
年
民
館
院
御
用
人
と
な
り
、
文
政
十
二
年
制
加

一

同
御
附
に
進
み
、
同

年

残

し

た

。

一

ソ
ダ
テ
キ

曾
団
連
一
前
打
。
泊
潟
左
助
。

菊一

郎
と
川
町
L
、
少
れ
笈
を
江
戸
に
以
う
て
古
賀
問
熔
に

一

思
び
、
能
〈
純
文
を
作
っ
た
。
初
め
問
中
校
制
附
御
鹿

一

と
な
白
、
文
政
元
年
新
番
に
列
L
、
二
年
御
近
包
容
一

加
入
・
前
凶
狩
務
式
的
御
用
と
な
り
、
五
年
新
知
商

一

石
を
得
て
組
外
に
斑

L
、
六
年
父
七
左
衛
門
致
付
L
一

た
る
を
以
て
そ
の
耕
作
二
一
白
石
を
綴
ぎ
、
七
年
御
近
習

指
と
な
り
、
十

一
年
作
五
十
石
を
加
へ
、
安
保
三
年

定
帯
御
諮
問
、
五
年
始
御
勝
手
方
御
用
に
任
じ
た
が
、

八
年
役
伎
を
除
き
活
援
を
命
ぜ
ら
れ
、組
外
と
な
り
、

十
年
別
倫
常
助
教
加
入
に
鮒
L
、
後
斑
に
助
教
に
上

っ
た
。
約
制
治
稿
が
あ
る
。

ソ
ダ
-
一

曾

谷

石

川
川
口
健
庄
に
在
る
部
前
。

郷
村
名
義
抄
に
、
時u
谷
某
が
佐
ん
で
閉
山
た
か
ら
村
名

が
起
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
は
逝
で
あ
ら
う
。

村
の
一
応
な
る
附
の
上
に
小
平
地
が
あ
っ
て
、
白
人
茨

御
前
の
屋
敷
跡
と
い
う
て
ゐ
る
。

y
ダ
ニ
ガ
ハ

曾
谷
川

石
川
郡
広
構
庄
釘
ゲ
ハ
相
村

の
山
見
よ

o
m吾
、
谷
々

の
wm
水
を
併
せ
、
合
谷
を

税
て
、
一
川
附
耐
用
水
に
入
る
。

y
チ

ユ

ウ

祖
哀

J
タ
ン
レ
イ
ソ
チ
ユ

ウ

丹

印
刷
耐
火
。

ソ
チ
ョ
ウ
ヨ
ウ
組
調
廊

(一〉

m
l令
制
に
よ

れ
ば
、
刺
は
刷
一
段
の
収
磁
梢
五
十
烈
に
就
き
、

前
二
東
二
把
を
微
せ
ら
る
与
の
法
と
し
、
稲
一
束
を

山
村
〈
附
は
、
大
升
に
て
米
五
升
を
得
べ
〈
、
附
し
て

大
升
一
升
は
、
今
の
四
合
引
才
に
陰
る
と
せ
ら
れ
る
o

m
川
崎
加
到
及
び
能
殺
に
於
け
る
和
制
の
合
計
幾
何

で
あ
っ
た
か
、
若
し
く
は
米
殺
の
牧
槌
凡
ぺ
て
幾
何

に
上
っ
た
か
は
之
を
知
る
を
得
ぬ
が
、
京
駐
問
問
式
に

縦
せ
る
加
の
詩
凶
出
肌
ア
止
投
公
腕
椛
阿
桐
の
艇
に
よ
れ

ば
、
加
賀
に
在
つ
て
は
、
正
税
三
十
市
山
県
、
公
腕
三

十
沼
束
、

一一尽
法
都
寺
祈
一
一
瓜
五
千
束
、
同
分
寺
祈
二

国
娘
、
文
総
合
祈
二
千
束
、
議
分
布
四
千
束
、

修
理

他
禅
師
間
一
山
山
梨
、
数
盆
祈
三
凶
束
、
停
囚
祈
五
千
束

と
し
、
能
常
に
在
つ
て
は
、
正
投
十
五
部
束
、
公
廊

十
五
市
山
束
、
凶
分
寺
祈
五
千
束
、
京
法
華
寺
祈
一
一
品

束
、
文
株
台
祈
一
千
mm
、
修
理
他
鴻
』しい
一
関
東
、
数

急
円
明
六
市
山
梨
と
ぜ
ら
れ
、
之
を
合
計
す
れ
ば
、
加
賀

は
六
十
入
国
六
千
束
、
能
奪
は
三
十
八
高
六
千
束
と

な
る
。
但
し
こ
れ
は
出
思
す
べ
き
本
稲
の
敏
治
で
あ

る
か
ら
、
之
に
よ
っ
て
一
凶
の
租
額
又
は
牧
磁
加
を

郵
出
す
る
こ
と
は
お
L
得
ぬ
。
後
の
和
名
抄
に
は
、

加
到
の
悶
敏
を
一
一
品
三
千
七
百
六
十
六
町
七
段
三
百

三
十
四
歩
と
し
、
能
昌
明
の
問
激
を
八
千
二
百
荒
川
八

段一

一白
三
十
六
歩
と
す
る
が
放
に
、
若
し
こ
の
蚊
{
予

を
信
じ
、
而
L
て
限
に
令
制
の
枚
磁
践
に
よ
り
て
計

録
中
る
と
き
は
、
加
賀
は
今
の
十
五
成
四
千
八
百
七

十
五
石
除
、
能
慨
は
十
泊
二
百
五
十
七
石
を
得
た
こ

と
L
な
る
。

(
二
〉
制
服

l
平
合
計
授
式
に
綴
る
と
き
は
、
加
訟
の
輸

す
る
翻
は
小
知
鵡
絞
二
疋
、
叫
刑
務
帥
間
四
疋
、
緋
用
問
十

疋
、
筑
間
二
十
記
、繊
同
十
二
定
三
丈
、
吊
入
十
丈
、

白
絹
十
疋
と

L
、
そ
の
俄
は
悉
〈
紛
を
輸
す
る

o
m

は
白
木
の
削
抑
制
入
合
の
外
に
綿
及
び
米
を
怜

L
、
中

ュ

，

タ

a
P
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到
の
作
物
に
は
紙
一
酋
・紅
花
・拍
一
瞬
・
呉
桃
子
・
篠
抽
・

お一様
・
新
魚
踏
を

輸
す
る
。
能
殺
の
制
は
一
部
線
二

疋
、
呉
服
絞
一
一
止
、
白
絹
十
疋
、
総
務
鼠
三
百
四
十

五
斤
、
海
鼠
臨
六
十
二
斤
八
隔
の
外
に
紛
を
愉
し
、

府
は
白
木
の
抑
制
十
七
A
n
の
外
に
約
を
輪

L
、
巾
男

の
作
物
に
は
、
府
-m判部
・折一郎
・官
薦
J
略
的
肺
泊
・

雑
魚
賭
・鮪
を
給
す
る
。
そ
の
海
産
物
は
今
と
奨
な

る
こ
と
な
〈
、
獄
に
帥
聞
は
式
の
内
腕
司
供
御
且
桁
に

も
能
育
館
一
百
刈
二
袋
と
あ
っ
て
、
最
も
筑
侃
せ
ら

れ
た
も
の
ら
し
い
。

会
一
)
そ
の
他
の
質
准
ー
そ
の
他
内
磁
摂
式
の
諸
凶
年

祈
供
進
の
僚
に
は
加
到
に
締
二
合
、
能
殺
に
師
帽
子
四

合
、
獄
一
升
拡
A
円
、
御
印
刷
牛
皮
四
枚
が
あ
る
。
宮
内

省
式
の
諸
凶
例
員
御
践
の
僚
に
は
、能
E
R
に
甘
誌
煎
・

稗
掠
国
体
が
あ
り
、
大
勝
戦
式
の
諸
凶
貰
逝
菓
子
の
係

ア
マ

ク
ヲ

に
は
、
加
賀
及
び
能
援
の
甘
河
川
仰
が
あ
る
。
民
郎
省

式
の
諾
凶
貸
猷
番
次
の
僚
に
は
、
加
賀
の
一
斑
際
は
十

四
八
四

五
議
で
、
そ
の
六
口
は
各
大
一
升
、
九
口
は
各
小
一

升
を
容
れ
る
o
能
殺
の
貰
隊
は
凡
ベ
て
九
一
卸
で
、
=一

口
は
各
大
一
升
、
六
日
は
各
一
升
と
す
る
。
猷
と
は

煉
乳
の
こ
と
で
、
小
升
=
一
升
を
以
て
大
升
一
升
に
日

て
る
制
で
あ
る
。
寅
慌
の
番
次
は
、
会
凶
を
六
番
に

別
ち
、
制
し
て
加
賀
は
そ
の
第
三
震
に
関
す
る
が
放

に
、
卯
闘
の
年
十

一
且
以
前
に
準

r
L、
能
昌
明
は
第

四
番
に
臨
す
る
が
般
に
、
民
民
の
年
を
以
て
す
る。

礼
そ
搾
る
の
法
は
、
胞
午
に
あ
っ
て
は
一
日
大
八
A
n

と
L
、
犯
午
に
在
つ
て
は
抗
の
牢
を
減
ず
る
。
隊
大

一
升
を
相
官
る
に
は
、
乳
大
一
斗
を
設
ね
ば
な
ら
ぬ
。

又
此
(
祭
殿
式
の
諸
凶
法
年
祈
統
認
の
僚
に
は
、
加
賀
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，i

に
H

山
一
地
七
斤
、
拐
殺
一

升
、
次
苓
一
斤
、
背
第
三
十

セ
マ

γ
存

命

マ
'
'
イ
モ

斤
、
服
務
十
三
-山
、
千
地
抗
四
斤
十
一

一山
、
端
部
一

角

v
'
t

斗
が
あ
る
。
能
脅
に
口
、
抗
議
三
斤
、
機
子
四
斗
、

佐モ
J
ザ
ネ

dnuη

!‘

綿
務
一
斗
、

桃
人
二
升
、
鈎
淑
三
斗
が
あ
る
。
内
総

司
式
の
諸
凶
民
進
御
鎚
の
艇
に
は
、
能
管
に
削
桝
前
山
田
山

一
一
則
〈
穴
紛
が
あ
る
。
民
部
省
式
の
交
易
制
刷
物
の
絡
に

は
、
加
引
は
紛
一
百
六
十
二
疋
、
腕
祈
午
皮
二
張
、

裕
一
石
五
斗
、
諜
泊
二
石
、
栂
二
合
、
能
管
は
約
十

二
疋
、
山
皮
十
眠
、阪
祈
午
皮
凹
阪
、
信
服
肱
一
石
、

温
子
四
A
n
と
L
、
皆
正
税
を

U
て
交
易
し
て
進
め
る

こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
附
し
て
主
計
四
日
式
に
は
、
加

賀
・能
殺
の
産
す
る
総
の
ロ
叩
践
を
、
共
に

巾
仲
間
と
定

め
て
あ
る
。

〈
四
〉
制
服
の
怠
也

l
剰
刺
川
に
闘
し
て
法
令
の
規
定

す
る
所
は
上
記
の
如
く
で
あ
る
が
、
地
方
官
の
任
に

在
る
も
の
が
能
く
之
を
逸
守
し
た
か
否
か
は
縦
は
L

〈
、
能
殺
の
守
介
が
之
を
悌
っ
て
見
任
を
附
却
せ
ら

れ
た
こ
と
は
、
一

候
天
U
E
の
ホ
延
元
年
一
-一
且
五
日
の

太
政
官
符
に
見
え
る
。

ソ
ツ
ゾ
ク
宰
族

J
Y
ゾ
タ
士
朕
。

y
デ
ガ
ハ
マ
抽
ヶ
涜

邸
主
抑
愉
舟
の
一
大
前
断


